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令和２年度第４回四日市市総合教育会議 

令和３年１月２６日 

 

１５時００分 開会 

 

１ 開会 

○佐藤政策推進部長 皆さん、こんにちは。 

 それでは、定刻となりましたので、今年最後になろうかと思いますけれども、令和２年

度の第４回総合教育会議を開催させていただきたいと思います。 

 前回に引き続きまして、私、政策推進部長の佐藤が司会進行させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 教育委員の交代に伴いまして、今回から数馬委員に新しくご出席いただいておりますの

で、また引き続き、これからもよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、この会議、いつものことでございますけれども公開となっておりますので、

今のところおみえになりませんけれども、傍聴とか記者による取材等ある場合がございま

すので、ご了承いただきたいと思います。 

 本日も、コロナ禍ということでございまして換気を行ってございます。少し涼しいかな

と思いますけれども、お願いしたいと思います。 

 また、会議時間は大体１時間程度で終わることができればと思ってございますので、ご

協力のほどよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、早速ですけれども、事項書に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

 

２ 四日市市教育大綱の改訂について 

○佐藤政策推進部長 前回、１０月の第３回の総合教育会議におきまして、四日市市の教

育大綱の素案に対していろいろご意見を頂きました。その後、１２月の定例月議会の各委

員会へご報告させていただきまして、その場においてもいろいろとご意見を頂いてまいり

ました。 

 そういった意見をもとに事務局で一部修正を行いまして、本日お出しさせていただく案

は、一応最終的な成案としてお配りさせていただいているということでございます。本日、

この会議におきまして最終的なご議論をいただいたうえで、おおむねこの形ということで
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決定していきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、早速でございますけれども、事務局から資料の説明を順次お願いいたしたい

と思います。 

○田中政策推進課課長 よろしくお願いします。政策推進課の田中と申します。 

 事務局より説明ということで、お時間頂戴いたします。 

 まず、資料の確認でございますが、「四日市市教育大綱」で、右肩に「令和３年１月２６

日（火） 第４回総合教育会議資料」となっているほうを使って説明させていただきます。

あとこれ以外に、似たような形ですが、参考資料として前回の素案というものと、報告事

項で使う資料、「市立小中学校における夏季休業以降の取組等について」。今日使う資料は

その３点でございます。 

 今からは、「第４回総合教育会議資料」と書いてあるほうの四日市市教育大綱、こちらを

めくっていただきながら説明させていただきたいと思います。 

 前回の修正やなかったページを補足したというところでございます。 

 表紙をめくっていただきまして、１ページ目が目次となっております。 

 ２ページ目が「１ はじめに」というところです。前回は、ここに市長からのメッセー

ジが入りますよということで、文案はまだお示ししていなかったですけれども、今回記載

させていただきました。市長名で「はじめに」を入れさせていただきましたので、ご確認

いただきたいと思います。 

 はじめにということで、４つの固まりで書いてございます。最初の固まりで教育大綱の

策定の経緯がまとめてございます。２つ目の固まりでこのたび始まりました四日市市総合

計画のことを記してございます。３つ目の段落の中でコロナウイルスも含め新しい生活様

式というところですが、そういった時代に生きるということに対する現状認識とその思い

がまとめてございます。４段目の締めのところがメッセージになってございます。 

 ここだけ読ませていただきます。 

 「未来を担う子どもたちが持つ可能性は、これからの社会、四日市市を創る希望そのも

のです。この大綱に掲げる「本市の目指す教育」を実現するために教育委員会とともに全

力を挙げて取組を進めることにより、子ども自身が持つ「自ら成長する力」を存分に引き

出し、夢と志を持ったよっかいちの子ども、一人ひとりの確かな成長を支援してまいりま

す」。令和３年で、恐らく３月ぐらいにするんですが○月。四日市市長森智広ということで、

市長メッセージをつくらせていただいたところです。 
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 ３ページ以降は、教育監からお願いいたします。 

○髙橋教育監 続きまして、教育監髙橋で説明させていただきます。 

 先ほどもありましたように、第３回の総合教育会議、総務常任委員会、教育民生常任委

員会等で協議していただきまして、また、１月には市の教育委員会の定例会でも報告し、

そこから取りまとめたものでございます。 

 まず、３ページをご覧ください。 

 黄色でお示しさせていただいたところを主に訂正させていただいております。ただ、素

案のときとは大分変わっておりますので、こちらを見ていただいてご意見を頂けたらと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、説明させていただきます。 

 ３ページですけれども、前回は、「生きる力」「共に生きる力」というのが４ページの最

後の「すべてのよっかいちの子どもの可能性を引き出し、」というフレーズのところにあっ

たんですけれども、初めて読む人にはわかりづらいと言っていただきましたので、「生きる

力」「共に生きる力」を上段に持ってまいりまして、先ほど市長のメッセージにもありまし

たように、四日市の子どもたちの可能性を引き出すと、そして、夢と志を持ち、未来を創

る四日市の子どもという構成をお示しさせていただきました。 

 ただ、共に生きる力の部分を説明しますと非常に長くなりますので、注釈という形で、

３ページの下に目指してきたものを書かせていただきました。 

 また、委員等からＩＣＴについてもご意見を頂きました。授業においてＩＣＴを効果的

に活用することで、個別最適な学びとともに協働的な学びを進めていく必要がある。また、

家庭とオンラインでつなぐことでより教育を充実させる。そんな学びの質を向上させてい

きたいというところがございましたので、そのあたりを「そのためにも」というところで

表記させていただきました。 

 ５ページをご覧ください。ここは「確かな学力を修得し、未来を創る力の養成」です。 

 先ほどのＩＣＴのところに関わって、やはり今後ＩＣＴというのは学力、教育活動を横

軸で刺していくものになっていくところですので、学校においてＩＣＴを効果的に活用し

て個に応じた指導や対話的な学び合いを進めるとともに、家庭や地域社会と連携したオン

ライン教育を充実させることで、学びの質を向上させますというところを表記させていた

だきました。 

 ７ページをご覧ください。ここは、教育委員会や議会において、いろいろなご意見を頂
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いたところでございます。 

 その中には、何のために生きるのかとか、なぜ学ぶのかということをシンプルに大綱に

表記してもらえればというご意見もありました。今回、この理念の３あたりというのは、

やはり今後子どもたちが急激に変化する社会の中で生き抜いていくという部分を表してい

ると委員の皆さんからもご意見を頂いたところです。 

 また、「豊かな人間性を育み、夢と志の実現に向け学び続ける態度の涵養」というところ

でございますので、前回の構成からもご意見を頂きまして、夢や志を実現するための意欲

の大切さ、その基盤として学ぶことの必要性の実感、キャリア教育の充実、そして２つ目

にはよりよく生きるための人間性の育成、この２つを基盤として、学び続ける態度の涵養

とか、人生の充実、社会貢献といった生き方につなげるという文章構成にしました。 

 また、非認知能力、非認知教育というご意見も頂きまして、挫折から立ち直れる心とい

うものも育ててほしいなという願いもお聞きました。 

 そのような意見に対し、教育長から、大綱は５年先までとしているが、５年先に世の中

がどう変わっていくかわからない、常に変化し続けていかないといけない、変化に対応で

きるようにしていこうという思いと、未知なものや新しいものを理解し、活用していくと

いう力も必要になってくる。未来のものに対応し続けようとすると学び続けることという

ところに戻ってくるのではないかという発言があり、この７ページのように文章を整理さ

せていただきました。 

 中段の「それとともに」というところでございますけれども、「考え・議論する道徳教育

の推進を図り、自己肯定感、粘り強く最後までやり遂げようとする強い気持ち、他者と協

調し思いやる心、多様性を尊重する姿勢など、よりよく生きるための基盤となる豊かな人

間性を育みます」。このあたりがご意見頂いたところ、子どもたちの将来や人生を豊かに生

きていくための力というものをここに表現させていただいたところでございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○佐藤政策推進部長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局より説明を受けましたので、お読みいただいて、もっとよりよい表現な

ど、あるいはお気づきの点等ございましたら、順番構いませんので、いろいろご意見いた

だければと思いますが、いかがでしょうか。いろいろと、かなりご修正いただいているよ

うですので。 

 どうぞ、教育長。 
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○葛西教育長 当初、これをつくるときから、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０とか、変化が激しい時

代を生き抜いていくというところに視点は当たっていました。それに加えてコロナ禍とい

うことで、予測しがたい事態、社会的な変動をどう乗り超えていくのかというところによ

り焦点化されてきたように思います。ですから、この四日市の教育大綱が、予測しがたい

未来をどう生きていくか、その力をどうつけるかということで、より鮮明に一本筋が市か

ら入ったなと思います。 

 それが、２ページの市長の「はじめに」のところの第３パラグラフ、３つ目のくだりの

中で、「これからの未来を生きる子どもたちには、先行きの予測が困難な社会環境の中にあ

って、自らの人生を切り拓き、生き抜く力が求められています。本市で学ぶすべての子ど

もたちが、こうした力を確実に身に付け、他者と助け合いながら輝かしい未来を歩んでい

けるようにとの思いを込めて、この大綱を策定いたしました」、ここにぴたっと書いていた

だいております。 

 それから、これをめくって３ページの３の四日市が目指す教育のところの黄色いマーカ

ーの部分の上段でひとつ、そして７ページで、夢と志の実現に向け学び続ける態度の涵養

というところでより詳しく、一歩踏み込んで書いたということで、現時点でこれから未来

を見たときにこういう力をつけていきたいということがよくわかるような構成になってい

るんじゃないかなと私どもは思っているところです。 

○佐藤政策推進部長 どうぞ、伊藤委員。 

○伊藤教育委員 今教育長からありましたように、私たちがどういう教育を目指していく

かということが、この新型コロナウイルス感染症の関係もあって、確かに鮮明になってき

た部分があります。中央教育審議会でも令和の時代に目指す学校教育の姿を検討してその

案を出してきているわけですけれども、このあたりは、四日市が先取りしていろんなこと

を考えてきていることと本当に合致しているなと思います。 

 環境的にいうと、ＩＣＴ環境が大きく進んで、これに対応しての効果的な利用というの

は、ここしばらくは教育に対する非常に大きな変化であるところがあって、そういう意味

で、本市が独自でもあり、いろんな全国的な動きもあるわけですけれども、これを効果的

にツールとして使っていくということをここに書き込んでいただいているなと思いました。 

 今日も午前中研究推進校の授業を見せていただいて感じるのは、秋から３校見せていた

だいたんですけれども、それぞれの学校が、ＩＣＴをどう活用するかということで先進的

に取り組んでもらっています。そういう意味では、学校自身は随分進んだ姿を見せている、
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一歩先んじてやってもらっている。 

 ただ、このＩＣＴを活用するという意味で、効果的な利用という視点でいくと、全市的

にこれをどう進めるかということがこれからの大きな課題になってくるので、こういうモ

デルでやってもらっているところの実践の姿を広めてもらって、今後、市内のどの学校に

おいてもこういうことが着実に進めていけるようにしていく必要がある。 

 そういう意味では、この大綱そのものの文章は変わらないですけれども、今後出てくる

学校教育ビジョンであったりいろんな施策、方向性の中で非常に大事になってくるなとい

うことを改めて感じました。 

 それと、ずっと読ませてもらって、前回もこの表現ではあったんですけれども、ちょっ

と収まりが気になったのが、１０ページの真ん中あたりに丸が３つありまして、その２つ

目です。いわゆる新教育プログラムについて書いているところであるんですが、「就学前か

ら小中学校の各段階における学びと、その一貫性・連続性を意識した新教育プログラムを

実行し」という、学びを実行する、プログラムを実行するという、どうも何か収まりよう

が。その後の「よりよくしていく」というのは、何をよりよくするのか。学びをよりよく

する、プログラムをよりよくするというわけではないので、ここは表現として一考しても

いいんじゃないかと。 

 ということは、新教育プログラムというのは、本市が、子どもたちに求められる言語能

力であり情報活用能力であり、問題解決能力なり、こういったものを高めていくという意

味で、いろんな意味で先んじてプログラムとして策定していったものだと思うんですね。

そういう意味では、その視点が、学びとプログラムという並びよりは、学びというものを

明確に位置づけた、各段階における学びを明確に位置づけて、そして一貫性・連続性を意

識した新教育プログラムを着実にといいますか、こういうものを確実に実行していくこと、

また、実践していくことと言い切ってもいいんではないかなと。よりよくするというのが、

ちょっとぼやっとした言葉になってきはしないのかなと感じたんです。 

○佐藤政策推進部長 ありがとうございます。 

 ２点、ご指摘なりを頂いたかなと思います。 

 １つは、今の教育大綱をもとに、実際に直近で、喫緊の課題になってくるＩＣＴの効果

的な活用について実際にどういう施策を打っていかれるのか。そこをしっかりついていか

ないと、書いただけではだめですよねということが１点かと思いまして。そのあたりにつ

いては、また来年度の予算に向けていろいろと教育委員会さんでも検討いただいているか
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と思います。 

 もう１点が、１０ページ目の３つ丸がある２つ目の丸の、新教育プログラムの表現でご

ざいますけれども、この辺の表現を少し修正したほうがよくないかということでございま

すけれども、このあたりはどうですか。何か。 

○髙橋教育監 前回は、「進展させていくこと」という表現だったと思います。 

 させていくというよりは推進していくということではないかというご意見も頂きながら、

新教育プログラムは現時点のもので、伊藤委員がおっしゃられたように着実に実行しなが

らさらに進化させていきたいという思いがありまして、よりよくしていくという表現を使

わせていただいたということで。今後、この新教育プログラムも、５年なり１０年それを

やるということではなくて、やはりどんどんどんどんブラッシュアップしながら取組を進

めていかなくてはならないなという思いで、そういう表現を使わせていただきました。 

 ただ、伊藤委員おっしゃるように、着実に実行していく。学びを明確に位置づけ、確か

に新教育プログラムはそういうふうになっていますので、それぞれの発達段階、就学前か

ら中学校にかけて、そこのところの表現を少し考えてみたいとは思いますが、その表現が

読んでいる人にうまく伝わらないとだめですので、そこは一考したいと思います。 

 もしほかにもご意見、こういう表現にしたらどうだというのがありましたら、お願いで

きたらとは思います。 

○佐藤政策推進部長 今の点は、一度また検討いただきたいということでよろしいですか

ね。 

○髙橋教育監 ありがとうございます。 

○佐藤政策推進部長 そのほか、いかがでしょうか。 

 どうぞ。  

○豊田教育委員 ありがとうございます。 

 非常にすてきな感じになったなというのが率直な感想でございますけれども、そうなっ

たので、読んでいくときに特に３番のところ、「豊かな人間性を育み」というのが、すごく

手を入れていただいて読みやすくなったんですが、ここのページだけが指示語が非常に多

くて、ちょっと考えなきゃいけない感じになってしまっていて。最後の、だから本市の強

みを生かしてやるんだというところの受けがちょっと薄弱になってしまうような感じを受

けて。ここは全部の段落が指示語で受けているんですね。 

 ニュアンスが変わるのであればまたあれですけれども、３段落目の「それとともに」と
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かは「同時に」と置き換えができるのかなとか。最後の「そのうえで」というところをも

う少し強調できるような言葉で締めていただくと、より強く出る締めになるのかなという

気がいたしました。 

 もう１点、これは最終、こういう色合いで出来上がる形になるんですね。こういう色合

いとか、こういう色合いとか。 

○佐藤政策推進部長 デザインですか。 

○豊田教育委員 ええ。例えば視覚障害というか、そういう方々にとってこれで見やすい、

ユニバーサルになっているのかどうか。私、詳しくないのでわからないですけれども、そ

のあたり、また最終的にご確認いただければいいかなと思いました。 

 文字フォントも、見やすいフォント選択というのもあったりするので、ちょっとそのあ

たりも。ページ数増えましたけれども、余白を取っていただいたので見やすくなったんで

すけれども、最後の模式図のところ、総合計画との兼ね合いのところの色使いとかいうの

が。 

○佐藤政策推進部長 そうですね。確かに。 

○豊田教育委員 ちょっとまたご確認いただければと感じました。 

○佐藤政策推進部長 そのあたりは、ちょっと検討してもらえますかね。実は、私も色弱

ですので、割とこういうところは敏感にいくところはありまして。すみません。 

 それからもう１つの、最初のご指摘の表現のところは、検討の余地は若干ありますよね。

そのあたりのつなぎの言葉なんかは少し考えさせていただきたいということでよろしいで

しょうか。 

 いろいろご意見は頂いているんですが、あとはよろしいでしょうか。よろしいですかね。 

 じゃあ、市長。 

○森市長 本当にうまくまとめていただいているなと思っています。 

 特に、生きる力とか共に生きる力を掘り下げてわかりやすく説明してもらっているとこ

ろとか、あと、子どもたちについての学びというのは何だというところを細かく書いても

らっているので、よりわかりやすくなっているのかなと思います。 

 教育委員の皆様方のご意見とか、また議会からも結構意見があったということを聞いて

いますので、多くの方の意見を反映できたものになっているんじゃないかなとは思ってい

ます。 

 やっぱりこう見ていくと、例えば７ページなんかは結構変わっていますけれども、こう
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いうところには皆さん興味があるのかなと。教育論というのは皆さんそれぞれお持ちなの

で、まあまあそういったものもうまくまとめてもらっているのかなと思っています。 

 ありがとうございます。 

○佐藤政策推進部長 よろしいですかね。 

 では、１点目の教育大綱に関しましては、今もご意見頂きましたので、この意見を踏ま

えまして、最終的には、年度内には市のホームページにおいて公開できるような格好で修

正させていただいた上で対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

３ その他 

 （報告事項）市立小中学校における夏季休業以降の取組等について 

○佐藤政策推進部長 続きまして、２点目の、その他の報告事項についてに移らせていた

だきたいと思います。 

 今回、小中学校におきます夏休み以降のコロナ禍でのいろんな取組がどうなっているか

ということについて、改めて現状の報告をさせていただきたいということでございますの

で、事務局、よろしくお願いします。 

○髙橋教育監 教育監の髙橋です。 

 それでは、資料に沿ってお話しさせていただきます。 

 まず、４月１５日から５月１７日までの臨時休業、５月１８日からの分散登校、５月２

５日からの通常登校、６月１日からの部活再開というようなところで１学期が始まりまし

た。１学期の終業式ですけれども、本来は７月２０日が終業式ですが７月３１日までとい

うところ。２学期は、９月１日スタートですが８月２４日からスタートすると。２学期の

終業式も、１２月２３日が本来ですが２５日までというところで。 

 ４月１５日から５月１７日まで臨時休業が、授業時数で１９日間あったわけですけれど

も、そんな中で、先ほど申しましたように、１学期の終業式、２学期の終業式とをずらし

たり、２学期の終業式を早めたことによって、１９日のうちの１５日を補填するというか、

確保することができました。日数だけではないんですが、あと４日間を年間の行事の精選

であったりとか、行事に関わる準備や練習時間であったり、あるいは中止もやむを得ない、

あるいは短縮するというところで、子どもたちの学びの保障、学校での教育活動を保障し

ていくというところで、全市的に取組を進めました。 
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 今後、中学校の卒業式とか小学校の卒業式、それから入試というところは、ここに記載

のとおりでございます。 

 感染対策を講じた取組ということでお話をさせていただきます。 

 学校における感染症対策は、文科省が出しております「学校の新しい生活様式」という

ものであったりとか「三重県指針」ｖｅｒ.８というものをもとに、市でも感染症対策を各

学校に通知を出しております。そんな中で、次のちょぼの４点を中心に取組を進めており

ます。 

 児童生徒、教職員の健康状況確認の徹底。手洗い、マスクの着用。清潔な空間の維持と

いうことで清掃活動に加えて消毒。３密の回避と換気の徹底。特にこの時期、冬場ですの

で寒いんですけれども暖房も使いながら、夏場は冷房を使いながらということで取組を進

めさせていただきました。このことも含めて、学校内での感染拡大というのは本市ではな

いというところでございます。 

 また、授業時数の確保。先ほども申しましたけれども、それに加えて日課の工夫という

ことで、水曜日は大体５限ですけれども６限にする日があったりとか、６限のところを７

限にするとかいうような工夫もしながら取組を進めさせていただきました。学びの保障と

いう部分で、夏季休業中の８月３日から７日の５日間で、子どもたちの補習の授業も実施

したところでございます。 

 次をめくってください。２ページにいきます。 

 学校行事への影響です。感染症対策を講じた運営方法の工夫と、中止や規模を縮小した

行事というところで、２つに分けさせていただきました。 

 運動会・体育祭については、学年別に時間帯を分けるとか、午前・午後開催であったり

とか、また、保護者も時間設定をして学年別に見ていただくとか、学校規模に応じていろ

んな工夫をさせていただいたところです。 

 また、文化祭については、学年別開催であったり、オンライン会議システムを使った合

唱発表とかいうような工夫をされました。また、ここには書いていないですけれども、合

唱用のマスクを使用したところもございます。 

 社会見学、校外学習は、公共交通機関よりはバスを利用するというところで、増便によ

って密集を避けるとかいうところでございます。 

 四日市はずっと自然教室というのをやっているわけですけれども、こんな中で、食事の

場面は非常に感染しやすいところもございますので、密集になります飯ごう炊さんは中止
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して食堂での食事に切り替えたり、入浴の際の人数制限や時間制限というところで、密集

を避ける取組を進めました。 

 職業体験は、外へ出て職場体験をするのは難しいところでございましたので中止という

ところで、外部の講師に学校へ来ていただくあるいはオンライン会議システムでお話を聞

くとかいうところでございます。 

 修学旅行については、３ページをご覧ください。 

 小学校、中学校とも、全ての学校が修学旅行を実施することができました。小学校は１

泊２日で３７校、三重県内でございます。中学校は、５月６月に東京方面への修学旅行が

多いわけですが、二転三転して、１泊２日三重県内が９校、県外（兵庫・徳島など）が１

校、２泊３日県内のみが２校、あとは県外へ行っているのがこのような１０校です。三重

県内との併用というところもございます。特に大きい学校は宿泊施設を取るのが非常に大

変だったというところで、旅行代理店さんとかも頑張っていただき、何とか修学旅行を終

えることができました。 

 なお、やはり二転三転することによって宿泊施設が限られてくるというところで費用も

かかりましたけれども、今回、ＧＯ ＴＯトラベル等がございましたので、そのあたり、

大分節約もできたという話は聞いております。 

 ２つ目の欠席者ですけれども、やはりこれはコロナ不安による欠席者が小学校４名、中

学校８名。本来、全員が行けるとよかったんですけれども、例えばご自宅に基礎疾患を持

った方が同居している、高齢者の方がいるとか、いろんな理由で、そのご家庭のお考えと

いうのもございまして、こういう状況でございました。 

 修学旅行の感染対策は、ホテルとかバス会社とか旅行代理店、旅行会社とか、それぞれ

の業者で取組を進めてもらいました。一説には、この左の写真にありますように、修学旅

行と言わないで「消毒旅行」と言った校長先生もおるぐらいで、本当に毎日、毎回消毒の

場面が設定されていたとか。真ん中の写真は食事の様子ですけれども、今給食もこういう

状況ですけれども前を向いて食事をすると。ただ、修学旅行でこれだけのお膳の大きさと

料理の多さはなかなかないかなと思うところです。右側は、集団で移動するというよりは、

混雑を避けて分散で見学するというところでございます。 

 ２ページに戻ります。 

 中止や規模を縮小した行事ということで、遠足、中学校の自然教室。これは、１学期の

感染状況を鑑みて、児童生徒が密集する可能性があるために中止しました。 
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 プールの授業ですけれども、やはり更衣室の確保の問題。学校の更衣室はプールのとこ

ろにあるんですけれども、本当に狭いので密集になる。そうすると、普通教室なりどこか

の教室で着替えることになるんですが、そうなったときのプライバシーとかもございまし

て、大変難しい。それから、特にプールサイドがどうしても密になるというところで、中

止せざるを得ないところでした。 

 また、家庭訪問については、保護者との対面での接触を避けるためというところもござ

いまして、例年実施されております期間が一斉臨時休業に当たっていたために中止しまし

た。 

 あと、公害と環境未来館の見学も、中学校は中止、小学校の大規模校も中止にしました。

プラネタリウムとか待ち合うところがどうしても密集になるというところも含めて、その

ような対応をしました。 

 その他ですけれども、コロナ禍の中で国のＧＩＧＡスクール構想も進みまして、オンラ

イン会議システムによる様々な取組が進められております。まずは、やはり学びを止めな

いというところも含めて家庭との接続テスト。これは全小中学校実施しております。 

 また、オンライン会議システムを活用した終業式。規模によっては、小さい学校は体育

館でやっている学校もありますし、放送を使ってやったりとかいうところもあります。た

だ、こういうオンラインでできる会議システムがございますので、こういうように活用し

てやっている学校もございます。 

 ４ページです。ここは４ページ、５ページを見ていただくといいと思います。 

 児童生徒の様子等です。 

 まず、学校からの報告ということで、（１）は子どもたちのすてきな姿が現れてきている

ところです。コロナ禍の中ですけれども、自主的にマスクの着用、換気、あるいはソーシ

ャルディスタンスについて、子どもたちの感染症対策に対する意識が高まって、自分たち

で何とかしていこうという取組があります。また、そこにプラスして、やはり手洗いも含

めて、自身で健康管理をするという意識も高まってきているところです。 

 先日医師会の方からお話を聞いたところによると、例年この時期は猛威を振るうインフ

ルエンザはゼロと聞いております。それから、胃腸風邪等もほとんどないところです。 

 先ほども行事のことを申しましたけれども、限られた練習時間とか準備の中で、工夫し

ながら取り組む子どもたちの姿がある。 

 オンライン学習教材「学んでＥ－ｎｅｔ！」で自主的に学習を進めるというところでご
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ざいます。 

 （２）教育相談の状況です。上の①は緊急に派遣する臨床心理士、ハートサポートと呼

んでいます。②はスクールソーシャルワーカーですけれども、件数は昨年度に比べると増

えています。これが実際にコロナのことが直接関係しているのかどうかというところです

けれども、四日市にＹＳＣＰという臨床心理士の四日市の会があるんですけれども、そこ

の中でも、その根拠というか、そういうようなところはなかなかまだ見いだせていない状

況です。 

 ただ、やはり５ページの４、これまでの振り返りでまとめて書いてあるんですけれども、

上段、子どもたちのよい姿が見られたというところですけれども、「しかしながら、学校再

開後、集団生活に馴染むことに遅れが生じる児童生徒やストレスを感じる児童生徒なども

いると考えられる。今後の課題としては、どのような状況においても、児童生徒の学びを

継続させることを前提とし、子どもの学びが充実したものとなるよう手立てを講じるとと

もに、安心して教育活動に取り組むことができるようにする必要がある」と書かせていた

だいておるんですけれども、やはり中学生の相談が多くなってきているというのが現状で

す。 

 いいのか悪いのか、反抗期という時期に家庭で過ごす時間が長くなったというところも

あるのではないか。それから、人間関係づくりがなかなかできない不安定さ。先ほどもち

ょっと出てきた非認知能力という部分とも関わるのかもわかりませんけれども、ある学校

においてはそういう状況が目に見えて子どもたちに見えたので、全員教育相談、スクール

カウンセラーにかかったという学校もあります。 

 そういうところで、各学校、子どもたちの実態に応じてコロナ禍の中をどういうふうに

教育活動、子どもたちの安全安心を守っていこうかというところで取り組んでいるところ

です。 

 今のところは、このようなところです。 

 ５ページ、最後の（参考）というところで、令和３年度、来年度の長期休業についてで

す。 

 長期休業期間と書いてありますが、端的に言うと、２学期が８月３０日から始まって１

２月２４日まで。普通は９月１日から１２月２３日までですけれども、そこを３日間増や

すことになっております。 

 その理由としましては、丁寧な指導時間の確保とともに、来年度、三重とこわか国体・
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とこわか大会というものがあります。国を挙げての大会ですけれども、四日市では９競技

１１種目あると聞いています。日本のトップアスリートの姿を見ることも大切な体験だろ

う、そういうことはなかなかないので学校観戦と、各県からいらっしゃる選手あるいは運

営の関係の方に応援・歓迎という意味で旗をつくるという作業の時間の確保というところ

も含めて、このように２学期の期間を３日間長くするという取組をさせていただきます。 

 この取組については３年度限りでありまして、このコロナの感染状況、現在三重県は警

戒宣言が出ておりますけれども、今後の状況によって変更する場合があるというところで

ございます。 

 以上です。 

○佐藤政策推進部長 ありがとうございました。 

 このコロナの中でいろいろと制約がある中でも、学校の現場ではできるだけ通常の授業

ができるようにとか、様々な工夫をいただきながら取り組んでいただいていることだろう

かと思ってございますけれども、今ご説明いただいたことに関連しまして、ご質問なりご

意見などございましたら、この際ですのでおっしゃっていただいたら。 

 いかがでしょうか。特によろしいですか。 

 どうぞ。 

○森市長 コロナで学校運営も大変な中、教育委員会の皆さん、現場の教職員の皆さん、

本当にいろいろ頑張ってもらっているなというのは感じます。例えば修学旅行も、個人的

に行けなかった方はいましたけれども、学校としては全校行けたということで、よかった

なと。 

 うちの息子小学校６年生で、志摩・鳥羽に行ったんですけれども、「めっちゃ楽しかった」

って。「鳥羽水もう一回行きたい」と。「鳥羽水って何や」、「鳥羽水族館や」って言ってい

まして、相当楽しかったんだなと思ったんですね。 

 場所は県外から県内という形になったんですけれども、子どもたちにとっては、場所と

いうよりも経験というかそういうのが大事なんだなというのを改めて思ったので。まだま

だコロナ完全終息には至らないですけれども、現場の皆さんのご努力で、できる限り通常

どおり、通常のスケジュールで運営していっていただければと思います。 

 本当にお疲れさまでしたといいますか、これからもよろしくお願いします。 

○佐藤政策推進部長 ありがとうございます。 

 どうぞ、伊藤委員。 
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○伊藤教育委員 １つ教えていただきたいのは、国体ですね。三重とこわか国体・とこわ

か大会は子どもたちにとってはとても貴重な機会になると思うんですが、学校観戦とかそ

のあたりは、具体的にどんなふうにするかというのはある程度計画は決まっているんでし

ょうか。 

○髙橋教育監 まだ詳細については、どの競技をどの学校が見に行くとか、決まっており

ません。 

 というのも、バスはもう予算計上はしてあると聞いておるんですけれども、コロナの状

況によって、観戦できるのかというところを含めて。最悪無観客になることもあると思い

ますので。 

 ただ、話合いの中では、子どもたちが平日に行くことになりますので、密にならないよ

うに競技を分散して、その会場の大きさというようなところを勘案してやってもらえるよ

うには聞いております。 

○佐藤政策推進部長 せっかくですので、ぜひできるといいなとは思いますけどね。 

○伊藤教育委員 そうですね。実現できたらいいですけど、まだまだ流動的なところ、こ

れからの感染状況が特に大きいですから。 

○葛西教育長 観戦することを前提に、各学校と調整をし始めています。 

 ですから、どの学校がどの競技にいつ行くのか。必ずそれぞれの学校の子どもたちが見

れるように、そういう機会の設定はしているところです。 

○佐藤政策推進部長 あとはよろしいですか。 

○鈴木教育委員 すみません。 

 今学校で、暖房を使いながら換気をしているということですけれども、加湿器を使って

いるとか、中学校なんかは、タオルを絞って干しながら、それを当番の子がまた濡らして

というようなこともしているというのを聞いたんですけれども、やっぱり暖房を使うと乾

燥してくるので、やっぱりかなり湿度を上げておいたほうがいいのかとか。家庭ではされ

ているところはたくさんあると思うんですけれども、学校の中で全体的にそういうふうな

取組をしているのかどうか気になるなと思いまして。それが１点。 

 あと、今、三重県は緊急警戒宣言という形で出ていますけれども、中学校でいうと部活

動なんかも今は通常どおりしているとは思うんです。そういう宣言が出たときに保護者が、

部活動でどこかほかの中学校へ試合に行くとかなったときにすごい不安だということもち

ょっと聞きましたので、学校自体にお任せになるのかもしれないですけれども、そこら辺
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をできれば明確にというか、お聞きしたいなと思いまして。 

○佐藤政策推進部長 わかりました。２点ほど。 

○内村学校教育課参事兼課長 学校教育課の内村でございます。 

 １点目の教室での加湿に関してですが、まず、それぞれの教室に温度計、湿度計を設置

し、現状、状況の把握に努めております。その中で、やはり冬のこの季節、まず換気を優

先するということで、暖房を入れながらですが、常時窓を開けている状況です。１５セン

チ程度ですが、２か所開けることによって換気が担保されるというような検証もされてお

りますので、それをそれぞれの学校で行っております。 

 そうしますと、委員ご指摘のように、やはり湿度が乾燥する傾向にありますので、それ

ぞれの学校で加湿器、あるいはご指摘のようにタオル等を使って教室の湿度が少しでも上

がるような工夫をそれぞれ全ての学校で行っておりますので、お願いいたします。 

○鈴木教育委員 ありがとうございます。 

○葛西教育長 それとマスクね。授業中、ずっとマスクをかけています。マスクの中は恐

らく湿度が非常に高い状況ですから、子どもたちが息する部分については非常に高い湿度

が保たれている状況にはなっています。 

○佐藤政策推進部長 ありがとうございました。 

 じゃあ、２点目の、よろしいですか。 

○小林指導課参事兼課長 指導課の小林です。部活動についてお答えさせていただきます。 

 緊急宣言が出てから、市から各学校については、対外試合等は控えるような指示を行い

ました。バスケット等は、協会の試合を１月末に予定していたんですが、そういう状況も

含めて、大会は中止する措置を取った部分もございますので、２月７日までは最低限外へ

出ての活動というのは控えるという状況になっています。 

○鈴木教育委員 ありがとうございました。 

○佐藤政策推進部長 よろしいですかね。 

 いろいろと、この時期でございますので気になる点あろうかと思います。この会議に限

らず、そういったことがございましたら、また事務局へ問合せいただければと思います。 

 本日の議題は一応この程度でございますので、本日はこれまでとさせていただきたいと

思います。 

 さきに申し上げましたように、今年度、これで多分最後になろうかと思いますが、次年

度が次回ということになると思います。次年度の開催に当たりまして、例えばこんなテー
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マを取り上げてほしいなとか、そういうのがもしございましたら、また事務局なりへ聞か

せていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 本日はこれまでとさせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 


